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令和６年度第１回定期監査の結果に関する報告について 

 

 地方自治法第199条第１項及び第４項の規定に基づき定期監査を行ったので、

同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。 
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令和６年度 第１回 定期監査の結果に関する報告 

 

第１ 準 拠 基 準 

  郡山市監査基準 

 

第２ 監 査 の 概 要 

  １ 監 査 の 種 類 

地方自治法第199条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査 

 

２ 監 査 の 対 象 

(1) 対 象 範 囲 

令和５年12月１日から令和６年３月31日までに執行した財務事務 

なお、関連して必要があると認めたものについては、これ以外の期間について

も対象とした。 

 

(2) 対 象 部 局 

ア 政策開発部 

政 策 開 発 課 政 策 統 計 課 Ｄ Ｘ 戦 略 課 広 聴 広 報 課 

 

イ 市民部 

市民・NPO 活動推進課 男女共同参画課 国民健康保険課 国 保 税 収 納 課 

市 民 課 郡山市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 緑ケ丘市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 市民ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ 

市民交流プラザ マイナンバー活用課 セーフコミュニティ課 

 

ウ 建設部 

道 路 建 設 課 道 路 維 持 課 河 川 課 建 築 課 

住 宅 政 策 課 

 

エ 監査委員事務局 

 

３ 監 査 の 着 眼 点 

財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、組織内のチェッ

ク体制が有効に機能しているかを主眼とした。 
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４ 監査の主な実施内容 

事務の執行状況等に係る提出資料の試査 

(1) 帳簿、書類等の突合 

(2) 関係職員等への質問 

 

５ 監査の日程及び実施場所 

(1) 日程 

    令和６年４月１日から令和６年７月５日まで 

   (2) 実施場所 

    監査委員室 

   (3) 講評に対する弁明又は見解の聴取 

    令和６年７月５日 

 

第３ 監 査 の 結 果 

事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにして

いるか、組織及び運営の合理化に努めているかについて監査したが、次のとおり改善

を要する事項（指摘事項）があったので、内容を十分把握してそれぞれ必要な措置を

講じられたい。 

なお、事務処理上改善又は留意すべき点で軽微なもの等については、口頭で措置を

促した。 
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改善を要する事項（指摘事項） 

 

１ 支出事務について 

(1) 補助金等交付事務 

   補助金等の交付決定事務に適切でないものがあった。 

補助金等の交付決定は、郡山市補助金等の交付に関する規則第５条の規定及び交付

要綱により、交付申請に係る書類等を審査し、その内容が適正であるかどうかを調査

した上で、補助金等を交付すべきものと認めた場合に行うが、交付要件を満たさない

ものに補助金を交付しているものがあった。 

    市民・ＮＰＯ活動推進課 

 

２ 契約事務について 

(1) 契約締結事務 

  ア 誤った遅延利息の率で契約を締結しているものがあった。 

契約の相手方の責めに帰すべき履行遅滞による遅延利息については、郡山市契約

規則第12条の規定により、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の

規定に基づき財務大臣が決定する率としなければならないが、誤った率で契約を締

結しているものがあった。 

   ＤＸ戦略課 

 

イ 追加で必要な契約を締結する前に継続してサービスの提供を受けているものが

あった。 

 地方自治法第232条の３の規定により、普通地方公共団体の支出の原因となるべ

き契約その他の行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければな

らないが、追加で必要な契約を締結する前に継続してサービスの提供を受けている

ものがあった。 

   マイナンバー活用課 

 

  ウ 誤った日付で契約を締結しているものがあった。 

    契約権者は、郡山市契約規則第３条の規定により、契約を締結すべき相手方が決

定したときは、速やかに契約書を作成しなければならず、その契約書には必要な事

項を記載しなければならないが、誤った日付で契約を締結しているものがあった。 

      住宅政策課 
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３ 財産管理事務について 

(1) 郵券管理事務 

郵便切手等使用簿に記載漏れがあった。 

郵券等を使用して発送する場合は、郡山市文書等取扱規程第44条の規定により、郵

便切手等使用簿に所要事項を記載して適正に管理しなければならないが、その受払い

について記載が漏れているものがあった。 

  ア はがきの受払いについて記載が漏れていたもの 

       市民・ＮＰＯ活動推進課 

 

  イ レターパックの受払いについて記載が漏れていたもの 

       建築課 


